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米子市掲示第１１号

公募型プロポーザルの執行について

公募型プロポーザルを行うので、次のとおり公告する。

令和８年５月１５日

米子市長 伊 木 隆 司

１ プロポーザルの概要

⑴ 対象となる事業名

角盤町・朝日町周辺再エネ活用型賑わい創出・レジリエンス向上事業（以下、「本

事業」という。）

⑵ 事業主体

米子市

⑶ プロポーザルの内容

本事業の実施にあたり必要な業務を委託する。詳細は「角盤町・朝日町周辺再エ

ネ活用型賑わい創出・レジリエンス向上事業仕様書（以下、「仕様書」とする。）に

よる。

⑷ 業務の履行期限

令和９年３月５日（金）

⑸ 提案上限額

１２，１９９，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。ただし、

消費税及び地方消費税については１０％で計上すること。

２ 参加資格等

参加事業者が備えるべき要件については、「角盤町・朝日町周辺再エネ活用型賑わ

い創出・レジリエンス向上事業プロポーザル実施要領」（以下、「実施要領」という。）

を参照すること。

３ 実施要領等の公表

⑴ 公表期間

令和８年５月１５日（金）から令和８年６月３日（水）までとする。

⑵ 公表場所

米子市のホームページにおいて公表する。

（ホームページアドレス https://www.city.yonago.lg.jp/）

４ 質問・回答

⑴質問の受付期限等

受付期限：令和８年５月２２日（金）午後５時

送付先：米子市経済部商工課 電子メール shoko@city.yonago.lg.jp

⑵質問への回答

次に掲げる期日に、米子市ホームページにおいて掲載する。

https://www.city.yonago.lg.jp/
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令和８年５月２７日（水）

５ 参加申込手続に係る必要書類及び企画提案書類等の提出期限等

⑴参加申込手続に係る必要書類の提出期限等

提出期限：令和８年６月 ３日（水）午後５時（必着のこと。）

提出場所：６８３－８６８６ 米子市加茂町一丁目１番地

米子市役所本庁舎２階

米子市経済部商工課（電話０８５９－２３－５２２４）

⑵企画提案書類等の提出期限等

提出期限：令和８年６月１０日（水）午後５時（必着のこと。）

提出場所：６８３－８６８６ 米子市加茂町一丁目１番地

米子市役所本庁舎２階

米子市経済部商工課（電話０８５９－２３－５２２４）

６ プレゼンテーション等の実施日

令和８年６月１７日（水）

７ その他

本プロポーザルの詳細については、別途交付する実施要領及び仕様書によるもの

とする。

８ 担当部署・問い合わせ先

郵便番号 ６８３－８６８６

米子市加茂町一丁目１番地 米子市役所本庁舎２階

米子市経済部商工課

電話番号 ０８５９－２３－５２２４

ファクシミリ ０８５９－２３－５３５４

電子メール shoko@city.yonago.lg.jp


